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日 本政府は、国際的批判に
耳を貸さない。ゴーン日

産元会長の身柄拘束に対して、
「人質司法」という批判を国際
的に浴びている。しかし、これ
に対して、政府は、内政干渉だ
との反論をしている。
　日本の刑事司法に対しては、
以前から国際的な批判の声があ
り、国連人権委員会からの指摘
や勧告を再三にわたって受けて
きている。こうした指摘や勧告
に対して、日本政府は、誠実に
対応することをしないで、ほと
んど無視し続けている。今回の
「人質司法」の批判に対する政
府の対応も、その一環である。
　「人質司法」という日本語が、
「代用監獄」と同様に、日本の
刑事司法の特徴を表す言葉とし
て国際的に通用しているという
状況は、決して名誉なことでは
ない。それでもなお、日本の刑
事司法は独自のもので他の干渉
を許さないという独善的態度を
維持し続けるのか。
　政治・経済の世界では日本の
孤立化が憂慮される日本の最近
の状況であるが、司法の領域も
同様になりつつある。政府の態
度に期待ができないとしても、
刑事司法の関係者・関係機関に
おいて、何らかの改善の方向性
が見いだせなければ、来年に東

京開催が予定されている国際人
権会議では集中砲火を浴びかね
ない。
　勾留請求却下率も保釈率も最
近は目覚ましく増加している。
その原因は、裁判員裁判の実施
であるという評価がある。たし
かに、そのことは影響を及ぼし
ているだろうが、それだけでは
ないだろう。勾留請求却下率の
増加については、各地の弁護士
会で展開されている全勾留準抗
告運動の成果ということも言え
よう。
　刑事事件の身柄拘束の状況に
ついては、一定の改善がみられ
る。しかし、これをもって「人質
司法が解消された」と評価する
ことはできない。ゴーン日産元
会長の事件における身柄拘束に
ついては、「人質司法」との悪評
が国際的に定まった感さえ受け
る。
　元会長は、金融法違反で逮
捕・勾留された後、特別背任事
件で逮捕・勾留、これに対して
保釈請求が行われたが、一度は
却下され、弁護人が変わって新
たな保釈条件のもとに保釈が認
められた。このオマーンへの送
金が特別背任罪に問われている
事件での保釈については、上記
の国際的批判を意識したもので
はないかと見られている。
　否認のまま、しかも勾留直後
の保釈というのは、あまり例の
ないことである。裁判所が国際
的批判に対応して、これからの
身柄拘束実務への対応の変化を
打ち出したという評価ができる
ものならば、好ましいことであ
る。はたして、そうした積極的
評価をしてよいものか、いささ

か疑問がある。
　第一に、前の保釈請求に対し
ては、却下しているのに対して、
今回、特別の事情変更もないに
もかかわらず、請求を認めたと
いう点である。特別の事情変更
がないのに保釈を認めたことは、
前の保釈請求段階でも保釈を認
めてもよかったのではないかと
いう疑念が生じる。国際的批判
の高まりに理屈はともかく、保
釈を認めることによって批判の
矛先をかわそうという、ある意
味、政治的判断が優先した結果
ではないかと、見るむきはかな
りある。
　厳しい保釈条件を付けること
によって保釈を認めた。これが
事情の変化だという弁解もあろ
う。しかし、前回の保釈請求に
おいても、同様の条件の提示が
弁護団からなされていたとも聞
いている。そうだとすると、同
様の条件付きで保釈を認めたの
は、一貫した態度とは言えない。
　否認している限り、裁判所が
頑なに保釈を認めないという態
度に根本的な問題があったこと
は疑いがない。「否認をしていて
も、保釈が認められる」例の一
つとして今回の保釈を評価する
こともできよう。
　しかし、監視カメラ設置、フィ
ルムの提出、さらには、パソコ
ンのログの提出などの履行とい
う厳しい条件をクリアしなけれ
ば保釈を認めないというのは、
保釈実務の改善にならない。
　上記の保釈条件は、今後の保
釈実務に悪影響を及ぼしかねな
い。電子監視の導入への先鞭と
ならないことを祈る。
 （むらい　としくに）
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